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４  内 部 監 査  

環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム が 適 切 に 運 用 さ れ て い る か 確 認 す る た め 、

内 部 監 査 を 実 施 す る 。  

 

（ １ ） 対 象 範 囲     

大 阪 市 庁 内 環 境 管 理 計 画 （ 環 境 マ ネ ジ メ ン ト マ ニ ュ ア ル ） の 適 用 範

囲 内  

 

（ ２ ） 監 査 の 種 類  

① 職 場 内 点 検  

す べ て の 職 場 に お い て 、課 長 等 は 、年 に 1 回 、職 場 に お け る 取 組 状

況 の 点 検 を 行 う 。 ま た 、 課 長 等 は 、 消 灯 状 況 等 の 日 常 的 な 点 検 項 目 に

つ い て は 、 点 検 担 当 者 を 持 ち 回 り に す る 等 、 点 検 担 当 者 が 固 定 化 し な

い よ う な 点 検 体 制 を 構 築 す る 。  

② 監 査 員 監 査  

全 所 属 に お い て 、 各 課 、 事 業 所 に お け る 環 境 配 慮 の 取 組 状 況 及 び 法

令 遵 守 状 況 の 現 地 確 認 を 異 な る 担 当 間 で 年 に ２ 回 実 施 す る （ ク ロ ス チ

ェ ッ ク ）。監 査 員 監 査 は 内 部 監 査 員 が 行 う こ と と し 、所 属 長 が 内 部 監 査

員 を 選 任 す る 。 ま た 、 所 属 長 は 、 内 部 監 査 員 が 固 定 化 し な い よ う な 監

査 体 制 を 構 築 す る 。  

 

（ ３ ） 監 査 内 容  

① 職 場 内 点 検 は 、様 式 10「 チ ェ ッ ク リ ス ト Ａ 」を 用 い て 、日 常 的 な 環 境

配 慮 の 取 組 に 関 す る 実 施 状 況 及 び 法 令 遵 守 状 況 等 を 点 検 す る 。  

② 監 査 員 監 査 は 、 様 式 11 及 び 12「 チ ェ ッ ク リ ス ト Ｂ 」 を 用 い て 、 日 常

的 な 環 境 配 慮 の 取 組 状 況 、法 令 遵 守 状 況 を 点 検・評 価 し 、必 要 に 応 じ て

改 善 を 求 め る 。  

  

（ ４ ） 内 部 監 査 の 計 画  

内 部 監 査 責 任 者 （ 環 境 局 長 ）（ 以 下 「 監 査 責 任 者 」 と す る 。） は 、 監

査 が 実 施 で き る よ う 内 部 監 査 計 画 を 策 定 す る 。  

 

（ ５ ） 内 部 監 査 の 実 施  

① 内 部 監 査 は 、 監 査 責 任 者 が 事 前 に 所 属 長 に 文 書 で 通 知 し 、 内 部 監 査 計

画 に 基 づ い て 実 施 し 、 監 査 結 果 を 評 価 す る 。  

② 上 記 通 知 に 基 づ き 、課 長 等 は 、職 場 内 点 検 及 び 監 査 員 監 査 を 実 施 し 、そ

の 結 果 を 所 属 長 が 集 約 し て 監 査 責 任 者 に 報 告 す る 。（ 別 紙 フ ロ ー 参 照 ） 

③ 内 部 監 査 員 は 、 自 ら の 職 場 の 監 査 を 実 施 す る こ と は で き な い も の と す

る 。  
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（ ６ ） 要 改 善 事 項 へ の 対 応  

① 課 長 等 及 び 内 部 監 査 員 は 点 検 事 項 の 未 実 施 等 の 要 改 善 事 項 を 抽 出 し 、

そ の 結 果 を 所 属 長 が 集 約 し て 、 監 査 責 任 者 に 報 告 す る 。  

② 要 改 善 事 項 が 抽 出 さ れ た 職 場 に お い て は 、様 式 13「 改 善 計 画 書 」を 作

成 す る と と も に 、「 改 善 計 画 書 」 に 沿 っ て 改 善 策 を 検 討 し 是 正 を 行 い 、

内 部 監 査 員 が 改 善 結 果 を 確 認 後 、 そ の 結 果 を 所 属 長 が 集 約 し て 、 監 査

責 任 者 に 報 告 す る 。 な お 、 是 正 に 時 間 を 要 す る 場 合 は 是 正 計 画 を 報 告

す る と と も に 、 是 正 後 、 そ の 内 容 を 報 告 す る 。  

 

（ ７ ） 内 部 監 査 の 結 果  

① 監 査 責 任 者 は 、職 場 内 点 検 及 び 監 査 員 監 査 の 結 果 、是 正 措 置 状 況 等 、内

部 監 査 に 関 す る 全 体 を 集 約 し 、 監 査 報 告 書 を 作 成 す る 。  

② 監 査 報 告 書 は 、 事 務 事 業 編 推 進 PT へ 報 告 し た 後 、 市 長 へ 報 告 す る と

と も に 、 全 所 属 長 へ 周 知 し 、 そ の 概 要 を 大 阪 市 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 す

る 。  

③ 監 査 に 関 す る 記 録 は 、環 境 管 理 事 務 局（ 環 境 局  環 境 施 策 部 ）に お い て

５ 年 間 保 存 す る 。  
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 内部監査フロー                          

 環境管理 

総括者 

（市長） 

事務事業編 

推進 PT 

内部監査責任者 

（環境局長） 

所属環境管理 

実行委員会 

（所属長） 

職場環境委員会 

（課長等） 

内部監査 

実施通知 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修実施 

 

 

内部監査員

の選任 

 

     

職場内点検      

監査員監査    

 

 

 

 

内部監査 

結果報告 

   

 

 

  

 

  

監査報告書 

作成 報告 

監査結果 

概要公表 

周知 

監 査 員 監

査の実施 
集約・報告 確認・集約 

内部監査員の選任 

 

報告 

全体集約 

実施通知 周知・準備 周知・準備 

 

計画策定 

職場内点検 

の実施 
集約・報告 確認・集約 

研修 研修の実施 

参 考 
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氏名

※基本的には課・事業所単位で作成してください。
※担当課のみの職場など、対象職員数が少なくなる場合は、部単位での報告も可能です。

チェックリストA　職場内点検（各所属・職場における取組状況）　

職場環境委員長

昼休み離席時のパソコンの節電

昼休み・時間外に不要照明を消灯

１　職場での取組状況

項目

省エネルギー

次の「１ 職場での取組状況」について、評価欄にA、B、Cを記載してください。
BまたはCの場合、実施中（実施予定）の対策内容を記入してください。
　A…取組が定着し、ほぼ確実に実施されている。
　B…取組は定着しつつあるが、十分には実施されていない。
　C…取組はあまり定着していない。

平成    年　　月　　日点検日

対策（B又はCの場合）評価

冷暖房の適正温度設定

パソコンの省エネモード設定の徹底

（取組責任者）

補職所属名

資源化可能な紙類の分別を徹底

裏面再利用の推進省資源

３　取組を進めて行く上での課題

対策（×の場合）評価

次の「２ 設備管理等」について、評価欄に○、×、－を記載してください。
また、×の場合、実施中（実施予定）の対策内容を記入してください。
　○…実施している
　×…実施していない
　－…該当なし

職場名

取組内容

両面コピーの推進

２　設備管理等

各職場が所管する設備の法令遵守点検の履行（見込み）

火災、地震等による危険物（都市ガス、ガソリン、PCB等）の流出等があった場合
の緊急事態対応および報告

取組内容

<様式 10> 
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所属全体の監査結果

点検対象
全職場数

監査実施担当
（職場名）

監査
結果

（○、×、
－）

要改善事項
の有無

（有、無）

改善結果の
確認

（済、未）

※各所属の職場数に応じて行を追加してください。

取組を進めていく上での課題

点検事項

平成　　年　　月　　日（　　）～平成　　年　　月　　日（　　）

○の
職場数

×の
職場数

裏面再利用の状況

法令遵守点検項目の書類確認

昼休み時の消灯

裏面再利用の状況

法令遵守点検項目の書類確認

昼休み離席時のパソコンの節電

裏面再利用の状況

法令遵守点検項目の書類確認

昼休み時の消灯

昼休み離席時のパソコンの節電

チェックリストB　監査員監査　【所属】

所属名

昼休み時の消灯

昼休み離席時のパソコンの節電

被監査担当
（職場名）

裏面再利用の状況

法令遵守点検項目の書類確認

職場別の監査結果

昼休み時の消灯

昼休み離席時のパソコンの節電

裏面再利用の状況

法令遵守点検項目の書類確認

昼休み時の消灯

昼休み離席時のパソコンの節電

法令遵守点検項目の書類確認

×の職場のうち、
未改善の職場数

－の
職場数

監査実施期間

報告日：平成　　年　　月　　日

昼休み時の消灯

昼休み離席時のパソコンの節電

裏面再利用の状況

両面コピーの実施状況

両面コピーの実施状況

両面コピーの実施状況

両面コピーの実施状況

両面コピーの実施状況

両面コピーの実施状況

<様式 11> 
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所属名

職場名

補職・氏名

両面コピー実行率の直近月別実績が50%以上か確
認

※基本的には課・事業所単位で作成してください。
※担当課のみの職場など、対象職員数が少なくなる場合は、部単位での報告も可能です。

チェックリストB　監査員監査　【職場】

点検事項

点検事項

次の点検事項について、監査結果（○、×、－）を記載してください。
　○…実施している
　×…実施していない
　－…該当なし（該当設備が無い等により、当該項目が点検対象外）

平成　　年　　月　　日監査日被監査担当

対応責任者

職場名

確認方法

監査実施担当
（内部監査員）

昼休み離席時のパソコンの節電

所属名

昼休み時の消灯
昼休み時に消灯が実施されているか目視確認
※市民窓口等の消灯できない部分は除く

パソコンがシャットダウンまたはカバーを閉じている
か確認

監査結果

裏面再利用の状況

法令遵守点検項目の書類確認
※事務局が選定した課・事業所のみ対象

コピー機に裏面コピー用トレイが設置され、裏紙が
セットされているか確認

設備の運用管理に係る届出書類の確認
※対象設備は予め事務局が特定

取組を進めていく上での課題　（被監査担当よりヒアリングのうえ記載）

両面コピーの実施状況

<様式 12> 
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監
査

実
施
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当
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属

名
：

職
場

名
：

　
職

場
名

：

　
補

職
・
氏
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具
体

的
事

実
等

改
善
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改
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結

果
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認
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認
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内
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監

査
員

）

確
認

日
：

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
当

該
職

場
の

責
任

者
：

確
認

資
料

：

　
改

善
予

定
日

：

確
認

者
氏

名
（
内
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監

査
員

）

確
認

日
：

平
成

　
　

年
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日

　
当

該
職

場
の

責
任

者
：

確
認

資
料

：

　
改

善
予

定
日

：

確
認

者
氏

名
（
内

部
監

査
員

）

確
認

日
：

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
当

該
職

場
の

責
任

者
：

確
認

資
料

：

　
改

善
予

定
日

：

※
要

改
善

事
項

は
、

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
Ｂ

の
点

検
事

項
名

か
ら

該
当

す
る

項
目

名
を

選
択

し
、

記
載

す
る

。

※
確

認
資

料
の

例
：
設

備
の

運
用

管
理

に
係

る
届

出
書

類
等

改
　

善
　

計
　

画
　

書

被
監

査
担

当
・
対

応
責

任
者

対
応

責
任

者
名

：

要
改

善
事

項

1 2 3

監
査

実
施

年
月

日

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日

<様式 13> 
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５  外部評価  

環境 局長 は、 内部 監 査結 果等 をも とに 、 外部 評価 ※ を 実施 す る。  

 

※ 外 部 評 価 と は 、 各 所 属 の 取 組 に 対 す る 環 境 管 理 事 務 局 の 意 見 聴 取 に 当

た り 、 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の 有 効 性 の 評 価 及 び 改 善 事 項 に 対 す

る意 見に つい て 、専 門的 見地 から 外部 有 識者 の助 言を 参考 に する こと 。 

 

（１ ） 対 象範 囲  

評 価 の 対 象 は 、 大 阪 市 庁 内 環 境 管 理 計 画 （ 環 境 マ ネ ジ メ ン ト マ ニ ュ ア

ル） の適 用範 囲と す る。  

 

（２ ） 外 部評 価 の実 施  

環 境 局 長 は 、 外 部 評 価 の 実 施 計 画 を 策 定 し 、 上 記 内 容 を 関 係 す る 所 属

長に 通知 する 。  

 

（３ ） 評 価の 委 員  

評 価 の 委 員 は 、 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 審 査 員 の 資 格 を 有 す る 者 、

学 識 経 験 者 、 そ の 他 環 境 局 長 が 適 当 と 認 め る 者 の 中 か ら 環 境 局 長 が 依 頼

する 。  

 

（４ ） 外 部評 価 の結 果  

①環 境局 長は、外 部 評価 の 全 体を 集約 し 、外部 評価 報告 書 を 作成 し、事 務事

業編 推進 PT へ報 告 した 後、 市長 に報 告 する。（別 紙 フロ ー参 照）  

②  環境 局長 は、上記 報告 内容 を所 属長 に 周知 する とと もに 、その 概要 を大

阪市 ホー ムペ ージ で 公表 する 。  

③  外部 評価 に関 す る 記録 は、環 境管 理事 務局（ 環境 局  環境 施策 部）に お

いて ５年 間保 存す る 。  

 

（５ ） そ の他  

その 他､外 部 評価 の実 施に 関し て必 要な 事 項は 、環境 局長 が別 に定 める。 
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 外部評価フロー                       

 

  

 環境管理 

総括者 

（市長） 

事務事業編 

推進 PT 

 

外部評価委員 環境管理責任者 

（環境局長） 

所属環境管理実行委員会

（所属長） 

職場環境委員会 

（課長等） 

 

 

実施計画・ 

通知 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部評価 

委員依頼 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

外部評価 

実施 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部評価 

結果報告 

   

 

 

 

  

助言 対  応 意見聴取 

全体集約 

外部評価 

報告書作成 

報告 

外部評価 

概要公表 

周 知 

 

 

実施箇所選定 

等 

実施計画 

周知・準備 

 

受諾 助言依頼 

報告 

参 考 


